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科
目
名

精神・発達障害者の理解と共働

単 位 数 学年配当 開講期間 担　当　教　員

2 1 通年開講 青木　聖久

テーマ

当事者の生の声や科目担当者の講義、さらには、受講生相互の交流等を通して、当事者理解と共働について学ぶ

科目のねらい

＜キーワード＞
精神障害者　　発達障害者
就労　　共働
生活支援

＜内容の要約＞
2013年の障害者雇用促進法の改正により、2018年から精神障害者が、法定雇用率の算定基礎に加わることになっ
た。したがって、段階的に企業の法定雇用率が上昇することから、精神障害者の雇用が喫緊の課題となっている。その
一方で、2020年度のハローワークにおける新規の就職件数は、精神障害者が全障害者のなかにおいて、半数以上を
実質的に占めている。とはいえ、精神障害者の職場定着率は、きわめて厳しい状況にある。なお、2011年の障害者基
本法の改正により、発達障害者が精神障害者に含まれることになった。よって、精神障害者の範囲には、発達障害者、
さらには、高次脳機能障害者も含んでいる。他方、近年うつ病等を患いながら、勤務を続ける者や、職場復帰を目指す
者も多い。 これらのことからも、職場で精神・発達障害者と働くことについて、知識や技術を持つことは、重要なこととな
る。また、職場管理の立場の者にとっては、法定雇用という側面のみならず、精神疾患を生み出さない会社づくり、とい
う点からも意義深い。 以上のことをふまえ、本講義では、各々の学生が主体的参加のもと、まず、テーマについて考
え、事前レポートを提出することから始める。そして、グループワークで深めることによって、精神・発達障害者のニーズ
把握、共働のあり方等をはかる。また、精神・発達障害を持っている者の生の声を聴く機会も設ける。 これらを通して、
本講で、職場において精神・発達障害者と共に働くことの意味と意義、さらには、実践的な方法等について学ぶことを目
的とする。 ●精神科を持つ病院や福祉施設で精神保健福祉士として勤務した経験のある教員が、精神保健福祉に関
する講義を行なう。 【日程・スクーリング会場】 https://www.nfu.ne.jp/open/image/lesson/schooling_schedule.pdf
　　※変更の場合は随時お知らせします

＜学習目標＞
精神・発達障害者の生きづらさや働くことの意味や意義について説明できる。
職場が求めるニーズや人々が持つ多様性を理解しつつ、本科目の目的を踏まえ、相互にコミュニケーションを図ることが
できる。
職場の側、当事者、関係者等の各々の立場性や尊厳を尊重することができる。

授業のながれ

オリエンテーション、問題意識の共有
精神・発達障害者と働くにあたって必要な当事者理解
グループワーク（当事者理解の気づきと発見）
精神・発達障害による特性と働くこと①
精神・発達障害による特性と働くこと②
当事者の語りを通しての気づきや発見
グループワーク（私及び私たちができること）
精神・発達障害による生きづらさと働くことによる生きがい
グループワーク（ニーズとディマンド）
精神・発達障害者が地域で暮らすにあたって必要な要素
グループワーク（問題意識の昇華）
精神・発達障害者の就労支援①
精神・発達障害者の就労支援②
就労支援の専門性
生きる・暮らす・よりよく暮らす・自己実現（まとめ）

準備学習の内容・学ぶ上での注意

精神・発達障害者のよりよい「働く」を実現するにあたっては、当事者（本人及び家族）、事業主、職場の同僚、ソーシャ
ルワーカー等の支援者、ハローワーク等の関係機関等、様々な人的社会資源等が重要となる。ぜひ、自身がそれぞれ
の立場にあると想定して、どのような機能や役割が求められるかを、可能な範囲でアセスメントをしておいてもらいたい。

事前事後 学習内容 時間数

事前
事前レポートの作成　「精神・発達障害者と共に働く意義と課題について」A4用紙1

枚程度（字数は問わない）にまとめて提出すること。 10
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事前
受講生の「いまある現状のなかで、自分ができること」について、事前に考えておく

ことが望ましい。 5

事前
北岡祐子（2021） 『仕事だいじょうぶの本』ペンコム。これが、課題図書です。内容
を踏まえ、①感想（気づきや発見を中心に）、②「精神・発達障害がある人が（と）働

くにあたって役立つ」と思えたところを2カ所程度抜き出しておいてください。
10

事後
障害者雇用促進法、精神保健福祉法、発達障害者支援法、障害者基本法、障害
者総合支援法等を調べ、相互の関連性等にも目を向けてもらいたい。また、障害者

が利用できると考えられる制度や施策を事前に調べておくことが望ましい。
10

事後 興味をもった講に関して学習を深める。 10

本科目の関連科目

「精神障害者支援論」「精神障碍者と福祉実践Ⅰ」「精神障碍者と福祉実践Ⅱ」「アディクションとソーシャルワーク」「発
達精神病理学」「認知症の医療とケア」「精神保健福祉の原理」「精神保健福祉制度論」

成績評価の方法

期末試験（筆記・Web・レポート・最終授業内） 100％

授業内でのレポート・課題等 0％

その他  0％

基本的には、科目修了試験の内容と授業への積極的な参加による。本科目では、グループワークを重要視していること
から、その部分を含めて総合的に判断する。

テキスト

□テキストを使用する
■レジュメを使用する
□未定 （最初の授業で指示する）

 

科目属性

地域志向科目
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